
条例制定までのスケジュール（修正案）

時期 行事 町民会議(予定）
議会、行政（庁
内委員会）

５月下旬 会議開催

６月上旬 会議開催

〃　中旬

〃　下旬 会議開催

７月上旬 会議開催

〃　中旬

〃　下旬 会議開催

８月上旬 会議開催

〃　中旬

〃　下旬
中間報告会の開催（町民向け４カ所、議員向け１

中間報告に向けてのたたき台完成

中間報告に向けてのたたき台

（＝行政のたたき台）検討 個別項目（テーマ）の検討

９月上旬 会議開催

〃　中旬

〃　下旬 会議開催

10月上旬

〃　中旬

〃　下旬

11月上旬 会議開催

〃　中旬

〃　下旬 会議開催

12月上旬

〃　中旬

〃　下旬

中間報告会の開催（町民向け４カ所、議員向け１

回、職員向け１回or２回？）

行政原案＝町民会議原案検討

行政原案＝町民会議原案決定 中間報告質問への回答公表

条例素案に対するパブリックコメント開始

条例素案に対するパブリックコメント終了

パブリックコメントへの回答公表 条例案確定

議会へ条例案提出

条例案への反映の可否検討


